
　

八
月
成
立
の
新
農
業
基
本
法
を
検
討
す
る
過
程

で
農
政
の
主
要
課
題
に
デ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
（
農
業

生
産
条
件
不
利
地
域
政
策
の
ひ
と
つ
。
農
家
に
対

す
る
直
接
所
得
補
償
制
度
）
が
取
り
上
げ
ら
れ
た

こ
と
も
あ
っ
て
、
最
近
、
中
山
間
地
域
問
題
を
論

じ
た
雑
誌
や
著
書
が
か
な
り
発
行
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
ら
を
大
別
す
れ
ば
、
過
疎
問
題
全
般
を
対

象
と
し
た
も
の
と
主
題
を
デ
カ
ッ
プ
リ

ン
グ
等
の
農
業
問
題
に
し
ぼ
っ
た
も
の

の
二
つ
が
あ
る
が
、
本
書
は
前
半
と
後

半
に
分
け
て
両
者
を
論
じ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
過
疎
対
策
は
山
村
振
興
法

（
一
九
六
五
年
）
や
過
疎
法
（
七
〇
年
）

の
制
定
に
見
る
よ
う
に
古
く
か
ら
の
課
題
で
あ
り
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
数
多
く
の
著
書
が
存
在
す

る
。
そ
の
中
で
今
、
本
書
が
こ
の
問
題
を
あ
ら
た

め
て
取
り
上
げ
た
の
は
、
中
山
間
地
域
問
題
は
定

住
対
策
を
含
む
過
疎
対
策
な
し
に
は
解
決
が
困
難

な
こ
と
、
最
近
の
過
疎
化
の
進
行
が
地
域
社
会
の

崩
壊
を
ま
ね
き
か
ね
な
い
ほ
ど
に
深
刻
化
し
て
き

た
こ
と
等
に
あ
り
、
本
書
も
冒
頭
で
「
過
疎
の
一

層
の
深
ま
り
と
集
落
・
地
域
社
会
崩
壊
の
危
機
」

と
題
し
て
、
中
山
間
地
域
の
人
口
が
自
然
減
の
段

階
に
は
い
っ
た
こ
と
、
そ
こ
で
は
高
齢
化
率
が
二

〇
％
を
超
え
た
こ
と
、
最
近
五
年
間
で
一
〇
二
の

農
業
集
落
が
消
滅
し
た
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

　

内
容
は
三
部
構
成
。
第
Ⅰ
部
「
中
山
間
地
域
に

お
け
る
定
住
条
件
」
で
は
、
定
住
対
策
を
広
い
視

点
か
ら
検
討
し
、
所
得
機
会
の
確
保
策
と
し
て
農

業
生
産
と
農
村
工
業
導
入
を
、
ま
た
、
生
活
環
境

の
整
備
策
と
し
て
高
齢
者
医
療
・
福
祉
問
題
（
中

山
間
地
域
に
お
け
る
医
療
体
制
の
立
遅
れ
、
特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
不
足
、
二
十
四
時
間
型
ヘ
ル

パ
ー
制
導
入
の
困
難
さ
等
を
指
摘
し
、
農
（
山
）

村
型
シ
ス
テ
ム
を
提
案
）
と
教
育
問
題
（
小
学
校

が
地
域
で
果
た
す
役
割
、
山
村
留
学
や
農
業
体
験

学
習
の
意
義
な
ど
を
説
く
）
を
取
り
上
げ
る
。

　

次
に
第
Ⅱ
部
「
中
山
間
地
域
政
策
の
課
題
」
で

は
、
ま
ず
戦
後
の
国
の
過
疎
政
策
を
分
析
し
た
後
、

条
件
不
利
地
域
対
策
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
県

の
施
策
（
農
業
施
設
整
備
へ
の
補
助
率
上
乗
せ
、

山
間
地
農
産
物
の
価
格
支
持
、
米
転
作
の
奨
励
、

村
づ
く
り
、
山
村
農
地
の
区
画
整
理
、
棚
田
助
成
、

林
業
労
働
者
の
社
会
保
険
負
担
等
々
）
と
高
知
県

西
土
佐
村
の
事
例
を
検
証
す
る
。
次
い
で
、
市
町

村
財
政
の
問
題
、
農
地
を
中
心
と
し
た
土
地
資
源

管
理
の
問
題
、
土
地
改
良
区
と
水
資
源
管
理
の
問

題
を
取
り
上
げ
る
。

　

最
後
の
第
Ⅲ
部
「
Ｅ
Ｕ
諸
国
に
お
け
る
農
村
地

域
政
策
」
は
Ｅ
Ｕ
諸
国
の
定
住
対
策
を
紹
介
し
た

も
の
で
あ
る
。Ｅ
Ｕ
で
は
農
業
政
策
と
し
て
の「
デ

カ
ッ
プ
リ
ン
グ
」
が
有
名
で
あ
る
が
、
本
書
は
あ

え
て
定
住
対
策
の
紹
介
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
中
か
ら
本
書
の
主
な
特
徴
を
挙
げ
れ

ば
、
①
定
住
対
策
を
幅
広
く
検
討
し
た
こ
と
、
②

条
件
不
利
地
域
対
策
に
つ
い
て
地
域
に
お
け
る

様
々
な
取
組
み
事
例
を
検
証
し
、
あ
る
べ
き
方
向

と
し
て
「
日
本
型
デ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
」
を
提
案
し

た
こ
と
、
③
Ｅ
Ｕ
の
定
住
対
策
を
紹
介
し
た
こ
と

等
に
あ
る
。

　

本
書
は
た
い
へ
ん
分
厚
い
。
そ
れ
は
対
象
分
野

を
幅
広
く
設
定
し
た
た
め
で
あ
る
が
、

そ
の
代
償
と
し
て
い
く
つ
か
の
分
野
で

は
分
析
が
や
や
浅
く
な
っ
た
き
ら
い
が

あ
る
。
た
と
え
ば
、
高
齢
者
問
題
で
は
、

定
住
対
策
の
大
き
な
柱
と
し
て
高
齢
者

福
祉
に
係
る
就
業
機
会
の
増
加
が
考
え

ら
れ
る
が
、
こ
の
課
題
が
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
し
、

ま
た
、
導
入
予
定
の
介
護
保
険
制
度
に
地
域
が
ど

う
対
応
す
べ
き
か
の
問
題
も
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。

一
方
、
Ｅ
Ｕ
の
農
村
地
域
政
策
の
中
か
ら
我
が
国

が
取
り
入
れ
る
べ
き
も
の
は
何
か
に
つ
い
て
も
整

理
が
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
ろ
、
そ
れ
ら
を
論
じ
た
本
書
の
続

編
を
期
待
し
た
い
。

（
一
九
九
九
年
四
月
、
四
一
六
頁
、
四
、�七
〇
〇
円
）

（
田
村　

猛
）
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